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指定事業者の更新手続について

事業所の指定は、６年ごとに更新しなければ効力を失います。

更新手続きを行わなかった事業所については、有効期間満了日をもって指定の効
力を失い、介護給付費等の報酬を受けられなくなりますので注意してください。

●指定有効期間の確認方法

新規指定又は更新時に送付した「指定通知書」「指定更新通知書」若しくは

県ホームページに掲載している指定事業者一覧で確認してください。

●指定更新の手続

指定更新の申請書類を提出してください。提出書類を県で審査し、指定要件を

満たすことが確認できた事業者には、指定更新通知書を交付します。

提出期限：指定有効期間満了日の前月15日必着

例）有効期間満了日が3月31日の場合

⇒2月15日が更新申請書類の提出期限

※提出期限が土日等閉庁日の場合は、直前の開庁日が

提出期限となります。

2



障害福祉サービス等情報公表制度について
（ＷＡＭ ＮＥＴ）

１ 趣旨・目的

○ 障害福祉サービス等を提供する事業所数が増加する中、利用者が個々のニー

ズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者が持続可能で

質の高いサービスを提供するために、サービスの質の確保・向上を図っていくこと

は重要であると考えられています。

○ 障害者総合支援法及び児童福祉法においては、平成３０年４月から「情報公表

制度」が創設されました。

・事業者に対して障害福祉サービスの内容等を県知事へ報告することを求める

・県知事が報告された内容を公表する

○ 年１回、報告された内容について更新を行うこととされていますが、未報告の事

業所が多数存在しています。

２ 報告方法及び期限

○ 毎年度、全ての事業所が報告をしていただくこととなります。

○ 独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システ

ム」への入力を通じて県へ報告してください。（期限は７月３１日まで）
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業務管理体制の届出

指定障害福祉サービス事業者等に対して、不正事案の発生防止の観点から、事業
運営の適正化を図ることを目的に法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けら
れています。（2012年4月～）

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所などの数に応じ定
められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機
関に届け出ることとされています。

各サービスの新規指定時に、所定の書類を提出して下さい。

（届出の内容、提出先は条件により異なりますので申請時にご確認下さい。）

●届出対象

・障害福祉サービス事業、障害者支援施設（障害者総合支援法第51条の2）

・一般相談支援事業、計画相談支援事業（障害総合支援法第51条の31）

・障害児通所支援事業（児童福祉法第21条の5の26）

・障害児入所施設（児童福祉法第24条の19の2）

・障害児相談支援事業（児童福祉法第24条の38）

●提出期限

指定を受けた日から14日以内
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障害者虐待防止の更なる推進

5
（令和３年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 令和３年２月４日）



身体拘束等の適正化の推進

（令和３年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 令和３年２月４日） 6
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「障害福祉サービス事業所における障害者の希望を
踏まえた適切な支援の徹底等について」（R5.1.20)

●「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第42条
指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者は、障害者等が
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支
援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの
措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害
福祉サービスを当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に
障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。

●「意思決定支援」とは、自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が、日常生活
や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように、可能な
限り本人が自らの意思決定ができるよう支援し、本人の意思の確認や意思及び選好
を推定し、支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最後の
手段として本人の最善の利益を検討するために事業者の職員が行う支援の行為及
び仕組み （「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」より）

●障害福祉サービス事業者、相談支援事業者に求められる支援
支援方法等について丁寧に検討し、関係機関の連携の下、本人の希望の実現に向
けた支援が進められるよう、周知徹底を図るとともに、資源の開発や連携の強化を含

めた、地域の支援体制の構築を進めること



三重県医療保健部

感染症情報・検査プロジェクトチーム

感染対策のポイント



 主要な感染経路

＝飛沫・エアロゾルの吸入

 接触感染による伝播
＝当初考えられていたよりは低い
※標準予防策を前提として

 効果的な感染伝播の阻止
①換気
②距離
③時間（時間的隔離・短時間）
④マスク

＜新型コロナウイルスの特徴＞

新型コロナウイルスへの効果的な感染対策
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＜エアロゾルとは？＞

※「新型コロナ対策－適切な換気でエアロゾル感染を防ぐ」神奈川県HP
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/about/aerosol.html

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/about/aerosol.html


＜新型コロナウイルスの特徴＞

飛沫、エアロゾル感染対策
①換気
②距離
③時間（時間的隔離・短時間）
④マスク

接触感染対策
①手やモノについた
ウイルスの消毒

手洗い
アルコール（70％以上）
次亜塩素酸ナトリウム（0.05％）
洗剤（界面活性剤）
熱水（80℃ 10分間）

新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について（厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html

身近なもので除去できる

新型コロナウイルスへの効果的な感染対策
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html


効果的な感染伝播の阻止
①換気
②距離
③時間（時間的隔離・短時間）
④マスク

の反対にあたること

実際どういった条件下の時に感染しているのか

＜利用者－利用者＞ ＜職員－職員＞＜職員－利用者＞

感染が拡大しやすい条件
①換気が悪い
②距離が近い
③時間を分けられない/接触時間が長い
④マスクできない

新型コロナウイルスへの効果的な感染対策
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よどみの存在

渦（よどみ）

渦（よどみ） 渦（よどみ）

風

窓

窓

新型コロナウイルス感染症対策研修会（入所系施設向け）資料抜粋（令和４年12月23日三重県情報分析・検査PT）

換気対策（空気の流れの配慮）新型コロナウイルスへの効果的な感染対策 ―換気―
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適当な時間をおいて開く窓や出入口の位置を変更

＜対策＞２方向の窓を開け、常時または間欠的に空気の流れを作る

排煙窓など有効活用

1．窓開け換気が基本的な換気対策

排煙窓

扇風機やサーキュレーターでよどみ領域の換気を促進

入口：窓

出口：窓 入口：窓

出口：窓開く窓を変える

検温やオムツ交換など訪室時、ケアのついでに換気を行う

新型コロナウイルスへの効果的な感染対策 ―換気―

13新型コロナウイルス感染症対策研修会（入所系施設向け）資料抜粋（令和４年12月23日三重県情報分析・検査PT）



２．機械換気の活用

３．空気の流れを確認する

 空気が流れるように入口と出口を設定する

 ティッシュや線香、スモークテスターなどを使用して確認する

扇風機やサーキュレーターの利用

出口に向けて回し流れを作る

新型コロナウイルスへの効果的な感染対策 ―換気―
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 主要な感染経路

＝飛沫・エアロゾルの吸入

 接触感染による伝播
＝当初考えられていたよりは低い
※標準予防策を前提として

 効果的な感染伝播の阻止
①換気
②距離
③時間（時間的隔離・短時間）
④マスク

＜新型コロナウイルスの特徴＞

まとめ
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